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  平成３１年 ３月１１日 

                 河合町長 岡 井 康 徳 

河合町条例第３号 

河合町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 河合町国民健康保険税条例（昭和３５年７月河合村条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項及び第３項中「及び資産割額」を削り、同条第４項中「資産割額並び

に」及び「及び世帯別平等割額」を削る。 

第３条第１項中「１００分の６．８」を「１００分の７．１７」に改める。 

第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

第５条中「２６，０００円」を「２５，５００円」に改める。 

第５条の２第１号中「２７，０００円」を「２３，９００円」に改め、同条第２号

中「１３，５００円」を「１１，９５０円」に改め、同条第３号中「２０，２５０円

」を「１７，９２５円」に改める。 

第６条中「１００分の１．７」を「１００分の２．６２」に改める。 

第７条を次のように改める。 

第７条 削除 

第７条の２中「７，５００円」を「９，８００円」に改める。 

第７条の３第１号中「６，０００円」を「７，８００円」に改め、同条第２号中

「３，０００円」を「３，９００円」に改め、同条第３号中「４，５００円」を「５

，８５０円」に改める。 

第８条中「１００分の１．５」を「１００分の２．１５」に改める。 

第９条を次のように改める。 

第９条 削除 

第９条の２中「７，６００円」を「１３，５００円」に改める。 

第９条の３を次のように改める。 

第９条の３ 削除 



第２０条第１項中「第１１条第１項」を「第１２条第１項」に改める。 

第２３条中「及びカ」を削り、同条第１号ア中「１８，２００円」を「１７，８５

０円」に改め、同号イ（ア）中「１８，９００円」を「１６，７３０円」に改め、同

号イ（イ）中「９，４５０円」を「８，３６５円」に改め、同号イ（ウ）中「１４，

１７５円」を「１２，５４８円」に改め、同号ウ中「５，２５０円」を「６，８６０

円」に改め、同号エ（ア）中「４，２００円」を「５，４６０円」に改め、同号エ

（イ）中「２，１００円」を「２，７３０円」に改め、同号エ（ウ）中「３，１５０

円」を「４，０９５円」に改め、同号オ中「５，３２０円」を「９，４５０円」に改

め、同号カを削り、同条第２号ア中「１３，０００円」を「１２，７５０円」に改め、

同号イ（ア）中「１３，５００円」を「１１，９５０円」に改め、同号イ（イ）中

「６，７５０円」を「５，９７５円」に改め、同号イ（ウ）中「１０，１２５円」を

「８，９６３円」に改め、同号ウ中「３，７５０円」を「４，９００円」に改め、同

号エ（ア）中「３，０００円」を「３，９００円」に改め、同号エ（イ）中「１，５

００円」を「１，９５０円」に改め、同号エ（ウ）中「２，２５０円」を「２，９２

５円」に改め、同号オ中「３，８００円」を「６，７５０円」に改め、同号カを削り、

同条第３号ア中「５，２００円」を「５，１００円」に改め、同号イ（ア）中「５，

４００円」を「４，７８０円」に改め、同号イ（イ）中「２，７００円」を「２，３

９０円」に改め、同号イ（ウ）中「４，０５０円」を「３，５８５円」に改め、同号

ウ中「１，５００円」を「１，９６０円」に改め、同号エ（ア）中「１，２００円」

を「１，５６０円」に改め、同号エ（イ）中「６００円」を「７８０円」に改め、同

号エ（ウ）中「９００円」を「１，１７０円」に改め、同号オ中「１，５２０円」を

「２，７００円」に改め、同号カを削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の河合町国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 


